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【 投薬 】 

 

７９９ 心不全等に対するユビデカレノンの算定について 

 

《令和８年３月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

次の傷病名に対するユビデカレノン（ノイキノン錠等）の算定は、原則とし

て認められる。 

⑴ 心不全 

⑵ 潜在性心不全 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ユビデカレノン（ノイキノン錠等）は代謝性強心剤であり、添付文書の効

能・効果は「基礎治療施行中の軽度及び中等度のうっ血性心不全症状」であ

る。 

心不全は、心臓の機能が低下し、全身に十分な血液を送り出せなくなった

状態と同時に送り出した血液を心臓に戻すことが十分にできなくなった状態

で、末梢に血液のうっ滞が起こる（うっ血性心不全）。 

また、潜在性心不全は、安静時には心不全症状がなく、労作などの負荷が

かかったときに心不全症状がでるものである。 

よって、いずれの場合であっても、当該医薬品の投与により、低下した心

臓の働きを改善させることが期待される。 

以上のことから、心不全、潜在性心不全に対するユビデカレノン（ノイキ

ノン錠等）の算定は、原則として認められると判断した。 
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